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41 2010年版鋼 船規 則及 び関連検査 要領等 に おけ る改 正点 の 解説

40． 鋼船規則 GSR −B 編及び CSR −T 編 に お ける改正点の解説

　　　　　　　　　 （船の長 さを表す記号 L）

1．は じめ に

　 2009 年 4 月 15 日付
一

部改正 に よ り改正 さ れ た 鋼船規則

CSR −B 編及 び CSR −T 編中 ， 船 の 長 さ を表 す 記 号 L に 関す

る事項 に つ い て ， そ の 内容を解説す る 。 なお ， 本改正 は
，

2009 年 4 月 15 日 か ら適用 さ れ て い る 。

2．改正の 背景

　鋼船規則 A 編 ，
CS 足 B 編及 び CSRT 編で は 船の 長 さを表

す同
一の 記号 L が 用 い られ て い た が，それ ぞ れ の 編 に お い

て 記号 L に対応す る 定義が 若干異な っ て い た。

　鋼船規則 A 編 2．1．2
，
csR −B 編 1 章 4 節 3．1 及 び csR −T

編 4 節 1．1．1 に定義 されて い る 船 の 長 さに関す る相違点 を

表 8 及 び 表 9 に示す。

　CSR．B 編及び CSR −T 編 に て 用 い られ て い る 船の 長 さ は
，

IACS 統
一
規則 UR 　S2 に 基づ くも の で ある が，現状若

二
「異

な っ て い る。なお，鋼船規則 C 編 15章縦強度等 に て 用 い ら

れ て い る 船 の 長 さ L ， が，IACS 統
一一

規則 UR 　S2 に 定 め られ

て い る船 の 長 さ に 相当す る。

　各編 に お け る 船の 長 さ を表 す 記号 を 明確 に すべ く，
CSR −

B 編及 び CSR −T 編 に て 用 い られ て い る船 の 長 さ を表す記号

を改 め た 。 また，併せ て
， 満載喫水線条約 に 対応 す る船 の

長さを表す記 号に 関す る誤記 を修正 した 。

3．改正 の 内容

　改 〒E点は 以 下 の とお りとなっ て い る 。

（1）CS 艮 B 編 に て 用い ら れ て い る 船の 長 さ を 表す記号 L を

　 Lc’SR−E に 改 め た 。

（2）CSR ．T 編 に て 用い られ て い る 船の 長 さ を表す記号 L を

　 LCSie−T に 改 め た 。

（3）満載喫水線 に対応する 船の 長さ，つ まり，乾舷用長さ を

　　表す記号 に 関す る誤記を修 IF：すべ く，　 CSRB 編 2 章 2 節

　　に お い て 乾舷用長 さを表す記号 を L か ら Lu．に 修正 し た。

表 8 船の 長 さの 定義 に 関する相違点の ま とめ

表 9 鋼船規則 A 編，CSR −B 編 及 び CSR −T 編　比 較 表

鋼 船規 則 A 編 及 び 同検 査 要領 鋼 船 規 則 CSRB 編 鋼 船 規則 CSRT 編

鋼 船 規 則 A 編 鋼船 規則 CSR −B 編 鋼船規 則 GSR −T 編

総 則 ば ら積 貨物 船 の た めの 共 通構造 規 則 二 重船殻油タ ンカ
ー

の ための 共通構造規則

2 章 　 　定 義 1章 　　
一
般原則 4 節　　基本情報

2．1　 一般 4節 　　記号及 び定 義 1　 定義

2．1．2 　船 の 長 さ 3，定 義 割 　主要 目

船 の 長 さ¢ ）と は，2，L11（2）に規定す る計 3．1　 規 則長 さ 1．1．て 船の 長 さ （L）
画最 大満 載喫水線 にお ける船 首材 の 前面 か 3．1．1 1、1，1．1 船の 長 さ（L）と は ，構造 用喫

ら，舵柱 の ある船舶 で は その 後 面まで，また， 規則長 さ ゐ は，満載喫水線に お ける船 首 水 に お ける 船 首 材 の 前 面 か ら，舵 頭材の

舵柱の ない 船舶で は 舵頭材 の 中心 まで の 距 材 の 前面か ら，舵柱の ある船舶で は そ の 後 中心 まで の 距離 をい い ，その 単位 は メ ー

離 をい い ，そ の 単位は，メ
ー

トル （階 ）とす る。 面 まで ，また，舵 柱の な い 船 舶で は舵頭材 トル 伽 ）とす る。L は，夏 季 満 載 喫水 線

ただ し，巡 洋艦型船尾の 船舶 の 場 合 は，こ の 中心 まで の 距離（辮 ）を い う。 た だ し，L に お ける 船の 全長 の 96 ％ 以 Lとす る が，
の長 さと計画最大満載喫水線 にお ける船 の は，夏期 満載 喫水線 に お ける全長の 96 ％ 97 ％ よ り大 きい 値 と す る 必 要 は な い 。
全長の 96％ の い ずれ か大きい 方の 値とする。 以 上 とするが，97％を超 え る必要はない 。 特殊な船尾形 状及 び 船 首 形状 の 船 の 長さ

鋼 船規 則 検 査要領 A 編 3．1．2 〔L）は 本会の 適当 と認 め る とこ ろ に よる 。

総則 舵 頭 材 の な い 船 舶 （例 え ば，旋回式推

A2　 　定 義 進 装 置 を 備 え る 船 舶 ）に あ っ て は ，規 則

A2 ．1　一
般 艮 さ L は ，満載 喫 水線 に お け る 全 長 の

A2 ．1．2　船 の 長 さ g7％ とす る。
一3．　舵朴 も舵頭材 もない 船舶 （例 えば， 3．1．3

フ ォ イ トシ ュ ナイダープ ロ ペ ラ を装備 し た
一

般 的 で ない 船首 又 は船 尾 配置の 船舶

船舶） の 場 合，計画 最 大満 載 喫水 線 に お に 規 則 長 さ L に つ い て は，そ の 都 度 検討

け る 船 の 全 長 の 96 ％ を 五 と す る、， す る。
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